
西東京市新型コロナウイルス感染症に対する対応・取組

～市民生活・経済活動の回復を図り、流行の第二波に備える～

西東京市

令和２年７月

「３密」 密閉・密集・密接を避ける

人との距離の確保

マスクの着用

手指衛生（手洗いなど）

第１回子ども子育て審議会
令和２年11月25日～12月15日 資料２－２
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海外発生期 国内感染早期 国内感染期 小康期

緊急事態宣言
4/7

緊急事態解除宣言
5/25

東京アラート
発動 6/2

危機管理対策会議
1/29設置

新型コロナウイルス感染症
危機管理対策本部
2/21設置

新型コロナウイルス感染症
対策本部
3/27設置

小中学校
休業
3/2

中学校
入学式
6/5

小中学校
時差登校
6/5

西東京市のおける新型コロナウイルス感染症に対するこれまでの状況

西東京市議会
第2回臨時会
5/22

西東京市議会
第１回定例会
2/28～3/27

西東京市議会
第1回臨時会
5/8

西東京市議会
第2回定例会
6/3～

緊急対策等の補正予算成立
会期中 断続的に 休会に

アラート解除
6/11

小中学校
スタートアップ期間
（分散登校）
6/1～
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「人」のいのち・健康を守る

新型コロナウイルス感染症に対する西東京市の取組

➢ さらなる新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図ります
➢ 市内医療関係機関と連携した体制づくりに努めます
➢ 市民の健康不安に寄り添います
➢ 新型コロナウイルス感染症予防における多様なニーズに応えるよう
努めます

「まち」を健康に 日常を取り戻す

➢ 次の流行に備え、「まち」全体で感染対策に取り組みます
➢ 市内事業活動の再開を後押しします
➢ 子どもたちの教育環境を、いち早く整え、生活面・学習面の
フォローを丁寧に行います

➢ 次の感染流行に備え、新しい生活様式「３密」の回避、手洗
い、マスクの着用などの実践を行います

～市民生活・経済活動の回復を図り、流行の第二波に備える～
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新型コロナウイルス感染症の特徴

✓ 一般的な感染経路の中心は、飛まつ感染及び接触感染
✓ 閉鎖空間では、近距離で多くの人との会話等により咳、くしゃみ等の症状が
なくても感染拡大のリスクあり

✓ 発症前２日の者や無症候の方からの感染の可能性も指摘あり

✓ 人との距離を確保することで大幅に感染リスクが下がるとされている
✓ り患しても約８割は軽症で経過、感染者の８割は人への感染はないとの報
告あり

✓ 重症度 季節性インフルエンザと比較して死亡リスク 高い
✓ この感染症による致死率及び肺炎の割合は、季節性インフルエンザと比較して相
当程度高いと考えられる。

✓ 高齢者・基礎疾患を有する者の重症化リスク 高い
✓ 日本での状況 症例の大部分は20歳以上 重症化割合 7.7％

✓ 致死率 2.5％ 60歳以上の者及び男性 重症化割合・致死率
高い

出典 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（令和2年５月25日変更 政府対策本部決定）
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市内感染者数の推移（6-7月）

新規 累計

（人）

令和２年7月13日時点
累計感染者数 70人

総数
（累計）

入院中 宿泊療養 自宅療養
入院・療養等
調整中

死亡
（累計）

退院
（累計）

8,046 651
うち重症者

６
80 258 396 325 6,336

（参考）東京都内患者数（令和２年７月13日 20時15分時点 東京都公表） 単位 人

※療養期間経過を含む
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西東京市の取組
～ 相談専用ダイヤルを開設 ～

市感染症対策・特別定額給付金専用ダイヤル

西東京市では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、市民の皆様の不安や不明
点などの一般相談に対応するほか、特別定額給付金に関するお問い合わせも、専用ダイ
ヤルに１本化して対応しています。

開設時間
平日 午前8時30分から午後5時まで
専用ダイヤル

042-420-2870

１日当たりの
相談件数

約236件

近隣自治体において
いち早く開設！
4月15日開設

※6月30日までの実績 １日当たり平均相談件数



22 

514 

8 

11,178 

648 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

市の対策 健康・福祉 子育て・教育 国・東京都の対策 その他

西東京市新型コロナウイルス感染症対策専用ダイヤル運用状況（４月15日～６月30日）

４月開設からの
問い合わせ件数 合計
12,069件（累計）

市感染症対策・特別定額給付金
専用ダイヤル（４月15日開設）

開設時間
平日 午前8時30分から午後5時まで

専用ダイヤル
042-420-2870

9

特別定額給付金に関する
問い合わせ

最大 1,054件／日

（問い合わせ件数）



特別定額給付金 申請・給付状況

予算額 208億1,356万円

対象世帯数 支給済世帯数 支給率（％）

100,140 89,197 89.07

基準日 令和２年４月27日
対象世帯数 10万140世帯

郵送申請受付開始日 令和２年6月1日から（申込期限 8月31日まで）

10

特例申請分 ５月15日 給付金支給スタート
※生活に困窮している住居確保給付金申請者への先行給付を実施（240件）

5月８日 補正予算（１号）可決

７月１日現在 支給実績

0 20 40 60 80 100

西東京市

Ｄ市

Ｃ市

Ｂ市

Ａ市

89.07

74.45

72.02

58.33

51.73

支給率

多摩地域自治体（7月1日現在）
１０万世帯以上の自治体

給付実績１位／５自治体（西東京市含む）

第6位／都内49市区中

（支給率）



西東京市公共施設利用の「新ルール」

★その１
「３密」を回避しましょう（密閉空間・密集場所・密接場面）
★その２
外気が取り込めない施設（窓がない等、換気が十分できない）の利用は、
引き続き休止します。
★その３
利用人数は、おおむね施設定員の５割以下とします（各施設で個別に
利用可能人数を示します）。
★その４
利用の際は、「身体的距離の確保」をお願いします

（できる限り２メートル（最低１メートル））。
★その５
その他マスク着用、事前の検温、団体利用者は参加者の連絡先等を
把握すること等

※詳細 「「新しい生活様式」における西東京市公共施設（貸館等）利用基準」参照

11



東京都
STEP１
５月26日

東京都
STEP２
６月1日

東京都
STEP3
6月12日

再開の時期 施設分類

（緊急事態宣言解除）①
感染対策を講じつつ、解除後、
すみやかに再開

・図書館（貸出サービスのみ）
・公園（ボール広場・複合遊具）
・各種会議室・多目的室（市庁舎・公
民館施設除く。）用途 会議・打合せ等
に限る。 ※施設により6月以降の再開あり

（感染小康期）②
解除後、おおむね1週間程度経過
後に再開

・文化施設（ホール等の一部）
・スポーツ施設（プール、トレーニング室等
は民間スポーツジム再開時まで休止）
・図書館（制限付開館）
・公民館（制限付開館）

（収束期）③
解除後、おおむね２週間から３週間

程度経過後に再開

・学校（校庭）
・高齢者施設（創作活動等）再開済

（収束中）④
解除後、おおむね４週間程度経過
後に再開

・学校（体育館等）
・多目的室（運動系活動）

（収束中）⑤
解除後、当面の間

「休止」 ⇒

・高齢者施設（運動系活動）
・調理室・入浴施設
・多目的室（コーラス・カラオケ等）

適切な感染予防策を講じた上で、「全面開館」

西
東
京
市
に
お
け
る
施
設
利
用
の
「
新
ル
ー
ル
」
適
用

緊急事態宣言解除後の西東京市公共施設再開の流れ

再
度
の
流
行

※状況により再開時期が前後する場合があります
令和２年６月12日 西東京市対策本部決定(更新）

再開しています

※施設特性により、引き続き「休館」となる施設もあります。

再開しています
※一部施設は６/15から

順次再開して
いきます

順次再開して
いきます

順次再開して
いきます

12
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西東京市における
取組・支援策等



西東京市の取組
～ 市民生活を支援します ～

●「福祉丸ごと相談」窓口での対応（田無庁舎）
令和２年２月に新たに開設した「福祉丸ごと相談」窓口では、経済的もしくは生活していく上での様々な

問題を抱えている方々を対象に生活サポート相談窓口を設置しています。ゴールデンウィーク中の５月５日・
６日の２日間は、臨時に窓口を開設し、多くの方々の相談に対応しました。

14

376 107 632

2105

627

福祉丸ごと相談窓口 相談件数（累計）

4/6～6/26 相談累計件数 3,847件



西東京市の取組
～生活を支えるための支援～

◆ 住居確保給付金事業の拡充 予算額 9,666万円

15

5月22日 補正予算（２号）可決

休業等に伴う収入減少により、離職や廃業と同程度の状況
に至り、住居を失うおそれが生じている方々に対しても、一定期
間家賃相当額を支給できるよう拡充しました。

平成30年度 令和元年度 令和2年４月～6月

24 22

327

支給決定件数

支給決定件数

令和2年6月30日現在実績

（件数）
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西東京市の取組
～生活を支えるための支援～

◆ ひとり親世帯への支援 予算額 1億5,149万円

６月23日 補正予算（5号）可決

新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特
に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、当該世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対
する支援を行うため、児童扶養手当受給世帯等を対象とした「臨時特別給付金」を支給します。

１ 基本給付（児童扶養手当受給世帯等）
１世帯５万円（第２子以降１人につき３万円）

２ 追加給付（感染症の影響で、家計が急変し収入が減少した、児童扶養手当受給世帯等）
１世帯５万円



西東京市の取組
～高齢者・障害者に対する支援～

17

● 「フレイル予防」
・市では、フレイル予防チラシを作成し、市ホームページへの掲載及びフレイルサポーターや
高齢者クラブ、地域包括支援センター職員等の協力を得て、配布をいたしました。

・フレイルトレーナーによる運動動画を作成し、市ホームページで紹介しています。



西東京市の取組
～生活を支えるための支援～ 『おうち時間応援パック』

◆フレイル予防・熱中症予防のための啓発品配布 予算額 3,080万円

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、外出を控
えている方もいる中で、生活が不活発になり心身の活
力が低下することが懸念され、特に高齢の方にとってはフ
レイル状態になる可能性が危惧されていることから、
その対策としてフレイル予防グッズ等を配布しています。
対象 令和2年５月25日現在 75歳以上の方

18

5月22日 補正予算（２号）可決
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▶封入・配布作業は、求職者支援も目的に、有償ボランティアが実施
▶市の各部署（認知症担当、障害者担当、子育て担当、コミュニティ担当、ひ
きこもりニート担当）や社会福祉協議会で周知を行い、求職者だけでなく、若年
性認知症者の方、ひきこもりの若者等、約120名の方々に従事していただきまし
た。

フレイル予防グッズの作業は多様な方々の参加・協力により実施

19



代用防護服の作成

20

▶医療・介護従事者への支援として、専門職の相談窓口「にしのわ」看護師が代用
ガウンの作成を考案
▶作成にあたって、サポーター・トレーナー・その他市民の協力を得ることで作成枚数を
確保
▶約400着作成済みで市内介護事業所等に配布中
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●ささえあい訪問サービス
・戸外からの見守り、訪問、電話による状況確認を行っています。

●地域包括支援センター
・市内８か所の地域包括支援センターでは、電話による状況確認を積極的に行うほか、市
が作成したチラシのポスティング等を行う等、支援活動を継続して実施しています。

●高齢者配食サービス
・高齢者への配食サービス配達時には、新型コロナウイルス感染症予防チラシ・熱中症予
防チラシ等を配布し、周知・啓発に取り組みました。
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◆障害のある方の事務手続を支援します！ 予算額 278万円

障害者手帳の交付や各種手当の現況届等について、郵送手続を進めます。

６月23日 補正予算（４号）可決
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●障害のある方々への支援・見守り

・要援護者の方などへ、電話による見守り等を実施しています。

・国から届いた医療的ケアが必要なお子さまに対する衛生用品(マスク 等)については、
保護者の状況に応じて配達するなど、個別に対応しました。

・引き続き、障害福祉サービス事業所等の関係機関や民生委員の方々とも連携・協力し
ながら対応していきます。



西東京市の取組
～子育て施設への支援～

◆ 保育施設等への臨時休園等に対する支援 予算額 6,369万円

新型コロナウイルス感染症拡大の防止による保育施設の休業により保育料を
保護者へ返還する保育事業者に対し、経済的支援を実施します。

対象 東京都及び西東京市が運営費を支援している認可外保育施設

24

◆ 私立幼稚園・保育所等への消耗品購入補助 予算額 4,738万円

新型コロナウイルス感染症防止のためのマスク・消毒液等の購入に対する補助を
実施いたします。

5月22日 補正予算（２号）可決

６月23日 補正予算（４号）可決



西東京市の取組
～ 子育て世代を応援します ～

◆子育て世帯臨時特別給付金 予算額 ２億5,850万円

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組
の一つとして、児童手当（本則給付）を受給する０歳から中学生（新高校１年
生を含む。）のいる世帯に対し、臨時の特別一時金（対象児童一人当たり１万
円）を支給します（支給予定 7月中旬予定）。

対象者 約25,000人

対象となり得る児童 平成16年4月２日から令和2年３月31日までに生まれた子ども

25

5月 6月 7月

システム改修 案内発送

受給辞退の届出
支払通知発送

支払

5月８日 補正予算（１号）可決



西東京市の取組
～ 子育て世代を応援します ～

◆７月１日スタート
西東京市ママパパ応援事業 予算額 5,345万円

新型コロナウイルス感染症を契機とした多様なニーズや不安に対応するため、保健
師等の専門職による妊婦の方への全件面接（「たまご面接」）を通じて、妊婦の方
の感染防止のため、衛生用品（タクシー利用助成を含む。）を含む育児パッケージ
「たまパケ」等を配布いたします。

26

６月３日 補正予算（3号）可決

「“たまご面接”」実施場所

①保谷保健福祉総合センター４階健康課

②田無第二庁舎2階子育て支援課
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◆ 児童育成手当受給者への支援 予算額 7,088万円

5月22日 補正予算（２号）可決

ひとり親家庭等の状態にある児童を扶養している方を対象とした
児童育成手当（育成手当・障害手当）受給者に対し、給付金
（対象児童一人当たり３万円）を支給します。

◆ 小中学生に図書カードを配布 予算額 3,113万円

5月22日 補正予算（２号）可決

小中学校の臨時休業や図書館の休館により、子どもたちが本と接する機会が少なく
なっていることから、児童・生徒への学習支援の一環として、市内の全児童・生徒（国
立・都立・私立を含む。）に対し、図書カード（2,000円相当）を配布します。



3月 4月 5月 6月

小・中学校

学童クラブ

児童館

保育園

子育て広場
のどか
ピッコロ

児童館
（乳幼児活動）

保育園
（地域子育て
支援センター）

3/2～臨時休業

3/3～図書室等解放
3/16 校庭開放

3/26～春休み

4/7 ～ 臨時休業

学校開放 ～4/10

6/1
スタートアップ期間
順次 再開

子ども及び子育て家庭の居場所への対応

通常運営
～3/1

3/2～学校休業中の運営

4/7～通常運営

4/11～5/29 学校休業中の運営（事前登録制）

3/26～4/6
午後 開館

4/15～事前登録制による保育

3/26～
のどか再開３部制

4/11～4/17
のどか枠縮小・土日休止

3/26～4/6
午前対応

4/7～4/10
要支援者のみ

6/1 ～ 通常
※事前登録による
8時30分開所あり

5/28 ～ 縮小した保育
（登園自粛依頼）

6/9 ～ 再開
（事前予約制）

4/7 ～ 休 館

4/7 ～ 休 館

5/28 ～のどか

6/2 ～ピッコロ広場
運営再開

6/22～ 再開

3/2～
臨時休業

4/18～
臨時休業

3/2～6/8 臨時休業
（電話相談継続）

4/7～4/14
縮小した保育

（登園自粛依頼）
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29

地域の方々と協力して

オープンテラスが完成

児童館 ６月22日から再開



西東京市の取組について
～ 教育環境の充実を図ります ～

◆中学校学習等サポーター配置事業 予算額 769万円

30

◆オンライン学習事業の展開 予算額 6,970万円

5月22日 補正予算（２号）可決

６月３日 補正予算（３号）可決

学校の再開に当たり、生活面・学習面のフォローや長期休業による学習定着度の
個人差の不安解消を図るため、地域人材を活用して指導補助者を配置します。

学習機会を保障することを目的として、学校での授業を補完する
オンライン学習（課題の提供・提出）を行う環境を整備します。
要保護、準要保護世帯のうち、インターネット環境の整備が必要
な世帯を対象に、市が用意したオンライン学習用端末（タブレット
等）・モバイルルーターを貸与します（通信費の６か月分は市が負
担）。
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西東京市の取組
～ 教育環境の充実を図ります ～

◆学校環境整備事業 予算額 3,691万円

学校における新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として、保健衛生用品の購
入及び給食調理室の熱中症対策としてスポットクーラー等の導入を行います。

６月23日 補正予算（5号）可決



子供家庭相談チラシ

【多くなっている事例】
子どもが見ている前で、夫婦間による暴力から警察が介入する事例
ご近所の方が子どもの泣き声や怒鳴り声を聞き、通報を受ける事例

【対策】
令和２年3月６日 教育委員会と安否確認が必要なリスクの高い児童86人の情報共有

4月22日 要対協部署へ、要保護児童等の状況確認を依頼
5月１日～ 小中学校、保育園、幼稚園、健康課へ週1回以上の確認依頼(563人)
3月～6月 子ども食堂より食材を預かり、支援家庭へ配布
５月～６月 小中学校全児童へ子供家庭相談チラシの配布

子ども家庭支援センター相談状況（前年度同月比較）

35 35
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市立小中学校
再開に向けた

取組

33

◆ 緊急事態宣言の解除 令和２年５月25日

◆ 西東京スタートアップ期間 6月1日から
（３～５日間）

◆授業再開（午前授業・給食） 初日 中学校
（３日～７日間） 入学式

◆ 通常授業へ



西東京市の取組
～子育て・教育に関する支援～

34

●『西東京市ラジオ小学校』を実施
臨時休業により、児童が学校から離れている期間が続いていました。西東京市と地域の
コミュニティラジオ放送局「FM西東京」との連携により、児童と学校とをつなぐ番組『西東京市
ラジオ小学校』を実施し、ラジオを通して先生方の声や思いを届けました。

放送日

令和2年4月30日（木曜日）
午後1時から午後4時30分まで
※好評につき、５月23日（土曜日）再放送実施

➢番組を聴いた方々から、多くの感想やメッセージが寄せられました

・先生たちの声が聞けてうれしかったです！たくさんあそんだり勉強したりしたいです。
・早く学校に行きたいな。みんなに会いたいな。ラジオで校歌をうたっちゃいました。
・退屈そうだった子どもが、ラジオを聞いているうちに元気になり、課題をはじめました。
・先生の声を聞いてニコニコ嬉しそうにしている我が子を見て、涙が出そうになりました。
・先生たち大好きです！先生たちも頑張って！私も頑張ります！ など



●「西東京市子ども元気かいプロジェクト」
・西東京市教育委員会では、学校休業中の子どもたちの学ぶ意欲の持続、生活リズムを
整えることを目的として、動画を作成しています

35



西東京市の取組
～介護事業所・障害福祉サービス事業者等への支援～

◆ 介護事業所等への運営支援 予算額 5,205万円

◆ 障害福祉サービス事業者への運営支援 予算額 4,600万円

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図りつつ、生活支援に欠かせない
事業の継続を維持するため、その運営費の一部について、市が補助します。

１事業者当たり25万円※の運営資金を補助
※居宅介護支援事業所、福祉用具事業所の場合 ５万円

36

5月22日 補正予算（２号）可決

5月22日 補正予算（２号）可決



西東京市の取組
～市内医療機関への支援～

●医療資器材の提供 予算額 533万円

市内医療機関等における受診体制を確保するため、医療現場で不足するサージカルマス
クや、防護衣等を市において一括購入し、市内医療機関に提供します。

37

5月22日 補正予算（２号）可決



●４月28日から 市内発熱外来事業への支援
・西東京市医師会と連携し、市内病院内に開設した発熱外来事業を支援。
１日当たり、10人前後の受入れを行っています（完全予約制）。

●５月14日からスタート 西東京市医師会PCR検査センター
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び検査体制の充実を目的に、西東京市医師会が
PCR検査センターの運営を開始しました。
「かかりつけ医」からの申し込み制となります。まずは、市内のかかりつけ医へご相談ください。

38

1 予約受付時間
平日:午前10時から午後1時まで
土曜:午前10時から正午まで

2 検査実施時間
平日:午後3時30分から午後5時30分まで
土曜:午後0時30分から午後2時30分まで

開設場所非公表
（ウォークイン・ドライブスルー方式）

１ 開設場所 武蔵野徳洲会病院 内
２ 診療時間 平日（祝日、年末年始を除く。） 午後1時から3時まで
３ 運営体制 西東京市医師会に属する医師
４ 運営期間 令和２年4月28日（火曜日）から令和３年３月31日（水曜日）まで（期間は、状況により変更有）



●３～４か月児健康診査を市内医療機関（10施設）で実施

・新型コロナウイルス感染症拡大防止により休止している、保谷保健福祉総合セ
ンターでの集団健診に代わり、市内小児科医のご協力により、各医療機関におけ
る個別健診に切り替えて実施しています。

39

●３歳児健康診査（7月から再開します）

・新型コロナウイルス感染症拡大防止により休止していました、３歳児健康診査
（集団健診）は、７月から再開しています。



●賃貸店舗等家賃補助事業の創設 予算額 ３億9,466万円

新型コロナウイルス感染防止のための外出自粛により２月以降の早い時期から大幅に売り
上げが減少し、かつ賃貸店舗の家賃支払いが大きな負担となっている飲食・サービス業など
の市内中小企業・個人事業主の方に対する負担軽減及び事業継続の支援を目的に、緊
急経済対策として制度を創設しました。

西東京市の取組
～市内中小事業者への支援～

40

➢ １店舗 30万円（家賃補助）

（1,300店舗想定 ３億9,000万円）

➢ その他事務経費 465万9,000円

5月22日 補正予算（２号）可決
6月23日 補正予算（５号）可決

申請期間 申請実績

6月5日から9月30日まで 759件（7月8日時点）
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●市内事業者応援資金助成事業の創設

予算額 １億704万円

緊急事態宣言の発令等により、外出の自粛及び休業要請などの影響で売り上げが減少
するとともに、国の持続化給付金の対象とならず、家賃や人件費等の固定費の支払いが負
担となっている市内中小企業・個人事業主の方に対する負担軽減及び事業継続の支援を
目的に、緊急経済対策として制度を創設しました。

➢ １事業者 20万円
（500事業者想定 １億円）

➢ その他事務経費 704万円

６月３日 補正予算（３号）可決

申請期間 申請実績

7月3日から9月30日まで 153件（7月8日時点）



西東京市の取組
～ 市民生活を支援します ～

●市税や下水道使用料等の支払い猶予
・ 収入が急減（前年同期に比べて概ね20％以上減少）している市民や事業者の申し出
により、最長１年間、市税の納税を猶予します。

・下水道使用料については、支払いが困難な場合、本人の申し出により、最長１年間、支
払いを猶予します。

・ 納付相談や専門窓口のご案内など、きめ細かな対応を図っています。

● 国民健康保険の傷病手当金の支給
・国民健康保険に加入されている方で、新型コロナウイルス感染症に感染するなどして仕事
を休んだ被用者の方に傷病手当金を支給するため、市の条例改正を行いました。
※発熱などの自覚症状があり、療養のために仕事を休んでいる方も支給対象となります。

42

※最長４か月であった猶予期間を１年間に延長しました。



●国民健康保険料・介護保険料の減免・徴収猶予
・新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった方々等に対して、国民
健康保険料等の減額・免除、徴収猶予を行うため、条例を改正いたしました。

●貸付等に係る証明書等の発行手数料を無料化（5月11日から）
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、貸付や融資等の生活支援・経済対
策を利用する際に、必要となる各種証明書等については、無料で交付することとしました。
※住民票の写しや課税（非課税）証明書など

43

無 料
無 料
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国の地方創生推進交付金を活用した西東京市における駅前情報発信プロジェクト事業がスタートしました。民
間事業者（代表企業：株式会社エフエム西東京）が主体となり、田無駅北口での情報発信拠点整備や大型
ＬＥＤビジョンを設置し、西東京市に関する情報発信を行っています。
この事業主体が中心となり、令和２年３月 新型コロナウイルス感染症の流行により、市立小中学校が臨時休
業となったことに伴いキャンセルとなった学校給食用農産物を、食品ロスを防ぐ観点から、田無駅及びひばりヶ丘駅
周辺において、合計３回の即売会を行いました（３月8日・22日 田無駅 同月15日 ひばりヶ丘駅）。

駅前情報発信プロジェクト事業による取組 ～ 市内農業者を支援 ～

給食野菜即売会（令和２年３月15日 ひばりヶ丘駅南口） 大型ＬＥＤビジョン（令和２年４月から運用開始）



●市内飲食店におけるテイクアウト商品。デリバリーサービスの案内
・市内飲食店が取り組むテイクアウト商品やデリバリーサービスを支援するため、西東京市
の駅前情報発信プロジェクトの事業主体である「まちテナ西東京」による#西東京まちめし
プロジェクト”の取組を市ホームページ等で案内しています。

・市内でのテイクアウト商品やデリバリーサービスなどの情報を店側から手軽に登録でき、
注文する側も写真付きのメニューから好みの店や料理を簡単に閲覧することができるアプ
リケーションサービスを展開しています。

45



●感染症拡大防止のため、市内４か所の指定喫煙所を閉鎖しました。

新型コロナウイルス感染症防止のため、不特定多数の人が密集、密接しやすい環境を
避ける観点から、市内4箇所（駅周辺）に設置している指定喫煙所については、閉鎖い
たしました。ご利用の皆様には、ご不便をおかけしますが、感染の拡大を防ぐため、ご協力を
お願いします。

46



西東京市の取組
～市役所における業務体制・BCPによる業務体制～

●テレワーク・時差出勤・シフト勤務等の実施
・感染期においても業務を継続させるため、業務のシフト制や時差出勤等による分散勤務
を実施（庁内会議室を利用した分散勤務など）

・市役所窓口部門を中心に感染症対策を実施

47
（待合スペースの空間確保）



令和２年度 主要なイベント・行事の中止

48

◆市民スポーツまつり 開催中止（10月）

◆市民文化祭 開催中止（10月）

◆市民まつり 開催中止（11月）

◆西東京市誕生20周年記念事業 中止
（令和2年度実施分 10月～）


